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道路占用許可の申請

　道路に電柱や広告塔などの工作物
を設置したり、排水管を埋設したり
するなど、継続して道路を使用（占
用）するときは、国・県・市などの
道路管理者へ占用の申請を行い、許
可を受け、道路占用料を納める必要
があります。
占用許可申請が必要なとき
▶看板やのぼり旗などの設置
▶工事による仮設足場や仮囲いなど
の設置
▶上下水道・ガス・排水管の埋設
申・問道路河川課 (88)9147

10月は不正軽油撲滅強化月間

　県では、関係団
体と協力して不正
軽油の排除に取り
組んでいます。
　不正軽油の防
止・撲滅には皆さんの協力と情報提
供が欠かせません。
　不正軽油について、
県税務課または最寄り
の地方振興局県税部に
情報をお寄せください。
問県税務課 024（521）7205
県中地方振興局県税部

024（935）1264

大規模な土地の取り引きには
届け出が必要です
　国土利用計画法では、適正で合理
的な土地利用のため、一定規模以上
の土地取り引きについて、届け出制
度を設けています。
　次の要件を満たす土地の売買など
の契約を締結したときは、市を経由
して県に「土地売買等届出書」の提出
が必要です。
取り引き形態　売買など対価の授受
を伴う契約
※相続、贈与など対価を伴わないと
きは不要
取り引き規模
▶市街化区域　2,000㎡以上
▶市街化調整区域　5,000㎡以上
▶都市計画区域外　10,000㎡以上
届け出期限　契約締結日を含めて2
週間以内
問都市計画課 （88）9154

自衛隊一般曹候補生・高等工科学校生の募集
　防衛省では、次の表のとおり募集しています。
募集種目 受験資格 受付期間 試験日

一般曹候補生
18～32歳の人(32歳の人は採用
予定月の末日現在で33歳に達し
ていないこと)

11月28日(木)
まで

12月7日（土）～12日（木）
※いずれか1日指定

陸上自衛
隊高等工
科学校生

推
薦

学校長が推薦する成績優秀で生
徒会活動などの顕著な実績のあ
る中学校を卒業した17歳未満の
男性(見込みを含む)

11月29日(金)
まで

令和7年1月11日(土)～
13日(月・祝)
※いずれか1日指定

一
般
中学校を卒業した17歳未満の男
性(見込みを含む)

令和7年1月
16日（木）まで

令和7年1月25日(土)・
26日(日)
※いずれか1日指定

他推薦と一般採用試験の併願可
申・問自衛隊郡山地域事務所 024（932）1424

都市計画を決定

　9月27日付けで次の都市計画を決
定しました。
都市計画の内容
▶用途地域の変更（須賀川駅西地区、
国道4号沿線）
▶地区計画の決定（須賀川駅西地区）
▶特別用途地区の変更（国道4号沿線）
▶都市公園の変更（牡丹台公園）
他関係図書は都市計画課で縦覧でき
ます。
問都市計画課 (88)9154

交通事故などに遭ったときは
速やかに届け出を
　国民健康保険加入者が交通事故
など第三者の行為によっ
て受けた傷病でも、国民
健康保険で医療機関を受
診することができます。　
その際は、必ず保険年金課に連絡し
「第三者行為による傷病届」を提出し
てください。
注意事項　加害者から治療費を受け
取ったり、示談を済ませたりすると、
国民健康保険が使えなくなります。
交通事故などに遭ったら、まずは保
険年金課にご連絡ください。
他次のようなときも届け出が必要です。
▶他人の飼い犬にかまれたとき
▶傷害事件に巻き込まれたとき
申・問保険年金課 （88）9135

くらしの情報 くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

人口・世帯数
現住人口　6.8.1現在（前月比）
⃝人　口　72,198人（△52人）
　　　男　35,484人（△11人）
　　　女　36,714人（△41人）
⃝世帯数　27,990世帯（+33世帯）

生活ダイヤル
⃝防災行政無線音声ガイドサービス
	 0120（110）636
⃝休日夜間急病診療所	 （76）2980
⃝福島県こども救急電話相談
　短縮ダイヤル	 ♯8000　	　
　固定電話など	 024（521）3790
⃝救急病院
　公立岩瀬病院	 （75）3111
　須賀川病院	 （75）2211
　池田記念病院	 （75）2165
⃝須賀川消防本部	 （76）3111
⃝消防情報センター	 （76）8181
⃝児童虐待防止相談室	 （88）8115
⃝水道お客様センター	 （63）7111

高齢者の皆さんの総合相談窓口
⃝中央地域包括支援センター	 （88）8215
⃝西部地域包括支援センター	 （75）3222
⃝東部地域包括支援センター	 （79）1551
⃝長沼・岩瀬地域包括支援センター	 （67）3113

今月の納付　納期限10月31日（木）
⃝市県民税（普通徴収）	 3期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 	4期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 4期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 3期分
今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　10月27日（日）
　　　　午前9時～午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度

市政情報番組を放送中
市役所かわら版（各5分間）
月～金　7：30～/12：30～/17：40～
土・日　7：55～/11：40～/17：40～
すかがわシティインフォメーション

（各10分間）　11：30～/17：30～

インターネットラジオ

周波数

クマにご注意ください！

　県内ではクマの出没情報が多数報
告されており、市内でも出没情報が
寄せられています。
　レジャーや農作業などで野山に入
るときは、被害に遭う危険性が常に
あることを意識し、十分な対策をし
ましょう。
クマに遭わない工夫をする
▶鈴やラジオなど音の出る物を携帯
し、クマに自分の存在を知らせる
▶早朝や夕方はクマが活発に行動す
るため、この時間帯の入山や散策、
農作業には十分に注意する
▶クマの出没する地域では、できる
だけ単独での行動は避ける
▶生ごみや野菜などの食べ残しなど
は、クマのエサとなるため、人家の
周りには捨てない
もしクマに遭遇したら
▶走ったり背中を見せて逃げたりせ
ず、目を離さず、ゆっくりと後退する
▶クマとの間に立ち木や岩などが挟
まる位置に移動する
▶持ち物（帽子など）を地面に置い
て、クマの注意をそらす
問農政課 （88）9139

　11月9日～15日は「秋季全国火災予防運動」期間

　家庭の住宅防火対策について見直し、大切な未来を守りましょう。
習慣
▶コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
▶寝たばこは絶対にしない
▶ストーブの周りに燃えやすい物を置かない
▶コンロを使うときは火のそばを離れない
対策
▶火災の早期発見につながる住宅用火災警報器を定期的に点検し、10
年を目安に交換する
▶火災を早期に消すために、消火器などを設置し、事前に使い方を確認
しておく

守りたい　未来があるから　火の用心

問須賀川消防署 （76）3197

「なりすまし詐欺」などの被害防止
全国地域安全運動

　「なりすまし詐欺」などの高齢者を
狙った犯罪が多発しています。ま
た、空き巣などの侵入犯罪や車上荒
らし、自転車の盗難、万引きなどの
街頭犯罪も多く、これらを防止する
ため、全国一斉に地域安全運動が展
開されます。
統一スローガン
みんなで　つくろう　安心の街
サブスローガン
こわがりな　ぼくのヒーロー　見守り隊
運動期間　10月11日～20日
運動の重点
▶子どもと女性の犯罪被害防止
▶特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス
詐欺の被害防止
▶自転車の盗難・万引きの被害防止
問須賀川警察署 （75）2121
市民安全課 （88）9128

令和7・8年度入札参加資格
登録申請の受け付け
　登録を希望する事業
者は、郵送により申請
してください。
申10月15日（火）～11月
29日（金）の間に、一般
書留・レターパックなどで申請書類
一式を財政課に郵送
宛先　〒962-8601（住
所記載不要）財政課契約
管理係
資格の有効期間　令和7
年4月1日～令和9年3月31日
提出書類など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
問財政課 （88）9180

入札参加資格登
録追加申請受付

ハロートレーニング
介護職員養成実践科

時12月13日（金）～令和
7年3月12日（水）　午前
9時～午後4時50分また
は午後5時20分　
※座学2カ月、実習1カ月
場▶訓練　ニューワーク情報サービ
ス（有）（栄町370）　
▶実習　県中地区の介護施設
定16人（書類選考または面接あり）
内介護に関する知識・技能を身に付
け、介護職員育成のための企業実習
を含めた職業訓練
締11月15日（金）
￥受講料無料
※テキスト代・健康診断料などの自
己負担があります。
他申込方法など詳しくは、ニュー
ワーク情報サービス（有）にお問い合
わせください。
申ハローワーク須賀川 (76）8609
問ニューワーク情報サービス（有）

(72）1616

ハロー
トレーニング

　　

大槻カツ子さん 

（仁井田・大正13年6月5日生まれ）

百歳賀寿百歳賀寿 不正軽油は
犯罪です！

国民健康保険と
交通事故など

マイナンバーカード出張申請の案内 市民課職員が指定する場所を訪問し、申請をサポートします。 詳しくは、市民課にお問い合わせください。　☞市民課 （88）9134　15 14令和6年10月1日令和6年10月1日


